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３河川を特定都市河川に指定

金丸川・池町川・下弓削川が
特定都市河川に指定 （指定日：12/24）

災害に強い久留米市へ

県内

初

【主な効果】
・雨水流出の増加を抑制

・浸水対策事業の重点化

今回指定された特定都市河川流域
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許可が必要な行為

特定都市河川指定後は

雨水流出抑制のため、許可が必要に

例：「宅地等」にするための土地の形質変更

（1,000㎡以上が対象）

対
策
例

浸透施設の設置

貯留施設の設置

耕地 宅地

例：土地の舗装

耕地 駐車場
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